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広報
伊尾木小学校 6年

安岡 真歩さん
私の夢「介護士になりたい」

今月の　題字

令和 3年
第706号

内容 MAIN CONTENTS

06 安芸市で発見された不発弾の対応

02 未来を

26 新成人から届いた写真をご紹介します

27 岩崎彌太郎漫画本を配布します

28 楽しく元気な 75歳以上の人をご紹介！

特集

特集

照らす  女性新規就農者
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→　時刻表のお問い合わせは、 総務課 ☎35・1000まで 4広報あき 令和3年 3月



市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→5 広報あき 令和3年 3月



6広報あき 令和3年 3月



7 広報あき 令和3年 3月



→　時刻表のお問い合わせは、 総務課 ☎35・1000まで 8広報あき 令和3年 3月



市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→9 広報あき 令和3年 3月



3月は自殺対策強化月間！

■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300　632・0301

　早春は、仕事や学校での変化が多い時期です。また、
急激な寒暖差で体にとってもストレスをきたし、自律
神経のバランスを崩しやすい時期でもあります。体や
心にストレスを抱えやすい 3月は、1年の中で最も自
殺をする人が多い月です。内閣府は 3月を「自殺対
策強化月間」とし、さまざまな機関で自殺者数を減ら
すための活動をしています。その一つが、「ゲートキー
パー」の活動です。

ゲートキーパーとは？
　悩んでいる人に気付き、声をかけ、話を聞いて、
必要な支援につなげ、見守る人のことです。
　自殺を予防するためには、悩んでいる人に寄り添
い、関わりを通して「孤立・孤独」を防いでいくこ
とが重要です。必要となる特別な資格はありません。
地域の一人ひとりがゲートキーパーの役割を担い、
地域で支え合いの輪が広がる事が大切です。

心配なことなどがあれば、ぜひご相談ください

心身ともに軽くなるストレッチもおすすめです！

今、悩みを抱えている人へ
　眠れない、食欲が出ない、疲れがとれないなど、いつ
もと違う体の不調を感じていませんか？
　仕事や学校、家族、健康のことなどで不安になったり
していませんか？
　そんなときは、決して一人で抱え込まず、まず誰かに
話してみてください。
　あなたの周りにいる人は、あなたの支えになりたいと
思っています。

地域で支え合う
ゲートキーパーの輪!

安芸福祉保健所　　　　　　　　　☎ 34・3177
健康ふれあいセンター「元気館」　  ☎ 32・0300
福祉事務所　　　　　　　　　　　☎ 35・1009

･････････････････････････
･･･

･･･････････････････････････････

心のテレ相談　　　　　　　　　　☎ 088・823・0600　平日 13 時 ～ 15時
心の健康相談　　　　　　　　　　☎ 088・821・4966　平日 8時30分 ～12時 ⁄ 13時 ～17時15分
自殺予防 いのちの電話　　　　　　☎ 088・824・6300　9時～ 21時（年末年始 10時～ 18時）

････････････････････････････
････････････････････････････

･･･････････････

安芸警察署　　　　　　　　　　　☎ 34・0110（24時間対応）･･･････････････････････････････

「肩すぼめストレッチ」
▽準備
　姿勢を正して背筋を伸ばし、胸を張り、お腹を
ぎゅっとへこませる

①肩をできるだけ高く、ゆっくり 4秒かけて
すぼめ、一気に脱力させてストンと下ろす。
②次に肩を真上に上げてから、肩甲骨を背中
の中央に寄せながら後ろにゆっくり回す。
回しきったら後ろから前にゆっくり回す。

①「気付き」：家族や仲間の変化に気づいて、
　　　　　　　声をかける。
②「傾　聴」：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける。
③「つなぎ」：早めに専門家に相談するよう促す。
④「見守り」：温かく寄り添いながら、
　　　　　　　じっくりと見守る。

ゲートキーパーになるポイント

地域の相談窓口

緊 急 時 の み

こころの健康・悩みに関する相談

 平日 8 時 30分 ～ 12 時 ／ 13時 ～ 17 時 15分

広報あきでは、地域の話題・情報をお待ちしています。　■問　総務課 ☎35・1000 10広報あき 令和3年 3月



健康テレホンサービス
☎ 088・832・5266　3月の週間予定表

月 健康寿命とお口の健康
火 目に異物が入ったら
水 慢性硬膜下血腫
木 滲出性中耳炎の話
金 PTSD予防と新型コロナ
土日 女性のための避妊法
提供：高知保険医協会

3 月の休日在宅当番医
7日 EASTマリンクリニック ☎ 34・0003

14日 芸西オルソクリニック
(芸西村） ☎0887・33・3503

20日 森澤病院 ☎ 34・1155
21日 森澤病院 ☎ 34・1155
28日 尾木医院 ☎ 34・3155
診療時間：9時～ 17時
県立あき総合病院（☎34・3111）は救急に対応

　定期接種の対象者は毎年度異なるため、接種の
機会を逃さないようにご注意ください。令和 2年
度対象の人の接種期限は令和 3年 3月 31 日
までです。
　対象者には令和 2年 4月に予診票を送付してい
ます。
▽対象者
①令和２年度に各年齢対象となる人
　65歳（昭和30年4月2日～昭和31年4月1日生まれの人）
　70歳（昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生まれの人）
　75歳（昭和20年4月2日～昭和21年4月1日生まれの人）
　80歳（昭和15年4月2日～昭和16年4月1日生まれの人）
　85歳（昭和10年4月2日～昭和11年4月1日生まれの人）
　90歳（昭和5年4月2日～昭和6年4月1日生まれの人）
　95歳（大正14年4月2日～大正15年4月1日生まれの人）
　100歳（大正9年4月2日～大正10年4月1日生まれの人）

②60～ 65歳未満で、心臓、じん臓または呼吸器
の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限さ
れる程度の障がいを有する者およびヒト免疫不
全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障がいを有する者

　（身体障害者手帳 1級に相当＊内部障害）

　高知県内で新型コロナウイルス感染症の感染が
確認されています。調子が悪いときは外出を控え、
発熱や風邪など、新型コロナウイルス感染症の疑
いがあると思われる場合は、高知県新型コロナ
ウイルス健康相談センター（☎088･823･9300  
受付時間9時 ～ 21時）までご相談ください。
　引き続きマスクの着用、手洗い、3密を避ける
などの、感染拡大防止対策の徹底をお願いします。

▽接種期限
　令和 3年 3月 31日（医療機関の休診日を除く）
＊これまでに、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたこ
とがある人は対象になりません（自分の費用で受けた人
も含む）。
▽接種費用
　2,000円（接種医療機関へお持ちください）
＊生活保護世帯の人は全額助成（証明書を発行します）
　元気館へ申請が必要です。
▽接種医療機関
　接種を委託している県内医療機関
＊事前に医療機関へ電話にてご予約ください。

　新型コロナウイルスワクチン接種との間隔
は、薬事承認が下りてから明らかになります。
　主治医と相談の上、新型コロナウイルスワク
チン接種を優先してください。

「高齢者肺炎球菌感染症予防接種」のお知らせ

新型コロナウイルス感染症
に関するお知らせ

■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300　632・0301

項　目 月　日 受付時間 ところ

無医地区診療 3月30日（火） 14:10～15:00 大井公民館

健康相談 3月 9日（火） 10:00～12:00 市民館別館

つくし会

3月 5日（金）

13:30～15:00

健康ふれあい
センター
「元気館」3月19日（金）

13:30～15:00

飼い犬・飼い猫
の引き取り
などに関する
相談窓口

　飼い主には、飼っている犬や猫を終生まで飼養
および管理を行う責任があります。やむをえず飼
えなくなった場合は、新たな飼い主を探し、譲渡
するなど、犬・猫が生涯を全うできるよう努力しま
しょう。どうしても飼い続けることができなくなっ
た場合は、下記窓口までご相談ください。

＊3月は畑山地区の無医地区診療はありません。

運動教室
（参加費：100円）

室内用シューズ、
水分、タオル

持ち物

自主運動

室内用シューズ、
水分、タオル

持ち物

生活習慣病
予防サークル（ ）

■問　安芸福祉保健所☎34・3173

その他

家庭や子育てに関する相談　■問　家庭児童相談室 ☎35・292011 広報あき 令和3年 3月



あきっ子あつまれ！乳幼児健診
■問
健康ふれあいセンター「元気館」
☎32・0300　632・0301

■問・申込　安芸市社会福祉協議会
　　　　　　☎35・2915　635・8549

3～４カ月児健診
▽と　き　3 月 2日（火）12時～
▽対　象　令和 2年 11月生まれ
　　　　　（個別通知します）

▽と　き　3月 26日（金）10時 ～ 12時
　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　乳幼児とその保護者
▽持ち物　バスタオル、おむつ、お茶、さ湯など

9 ～ 10カ月児健診
▽と　き　3 月 9日（火）12時 30分～
▽対　象　令和 2年 5月生まれ
　　　　　（個別通知します）

1 歳 6カ月児健診
▽と　き　3 月 2日（火）13時 ～
▽対　象　令和元年 6月生まれ
　　　　　（個別通知します）

3 歳児健診
▽と　き　3 月 9日（火）13時 ～
▽対　象　平成29年 11月生まれ
　　　　　（個別通知します）

健康ふれあいセンター「元気館」
ところ（全日共通）

◯あきっ子広場 ボランティアと一緒に遊ぼう!
託児もあります！（ ）

◯赤ちゃんもぐもぐ教室（離乳食講習会）
▽と　き　3 月 10日（水）9時 30分  受付
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　乳幼児とその保護者
▽持ち物　母子健康手帳、筆記用具・子どもさん
のお世話グッズ（ミルク・さ湯・おむつ・ガーゼなど）
　お持ちであればお子さんが現在使っている離乳
食用スプーンやスタイなど
＊子育てボランティアがお子さんをお預かりします。
■問　健康ふれあいセンター「元気館」
　　　☎32・0300　632・0301

ひとり親家庭などへの支援制度
■問　福祉事務所こども係　☎35・1009635・1028

　ひとり親（母子・父子）家庭、諸事情によって母また
は父と生計を同じくしていない児童を養育している家
庭などを対象に、次の制度があります。

【高知県母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度】
　生活安定や教育費などを支援するための貸付制度
＊事前の相談が必要
▽対　象　母子・父子家庭または寡婦

＊保護者の一定程度の障害などで、ひとり親以外でも対象
　になる場合があります。

【児童扶養手当】
　手当額は手当を受ける人や扶養義務者の所得に応じ
て支給制限があります。

児童（18 歳に達する日以後の最初の 3 月
31日まで）を監護している母または父。
母または父に代わってその児童を養育して
いる人

▽対　象

【ひとり親家庭医療費助成】
　医療費自己負担分を助成する制度

母または父と監護している児童（18歳に達す
る日以後の最初の3月31日まで）で、所得
税非課税世帯の人

▽対　象

【安芸市ひとり親家庭高校生等奨学給付金】
　奨学給付金を支給する制度（入学年度の 11月から
受付）。

高等学校等入学年度に限り、一定の所得以
下であって県の奨学給付金などの対象とな
らないひとり親世帯

▽対　象

お母さん、お父さんの就業を支援する制度
＊必ず事前の相談が必要です。
【自立支援教育訓練給付金事業】
　資格や技能の取得を目指して、認められた一定の
講座など（医療事務や介護関係など）を受講する際、受
講料などの経費の一部を助成する制度

【ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業】
　高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に
おいて、民間事業者などが実施する対策講座の受講
費用の軽減を図るなど、ひとり親家庭の親の学び直
しおよびひとり親家族の児童の学びを支援する制度

【高等職業訓練促進給付金等事業】
　定められた一定の資格（看護師、介護福祉士、保育士、
理学療法士、作業療法士など）を取得するため、1年以
上のカリキュラムを受講される場合、受講期間中の生
活費や入学費などの経費の一部を助成する制度
＊入学年度・世帯により、支給期間や金額は異なります。
＊高等職業訓練を修了した場合に給付される修了支援
　給付金もあります。

＊雇用保険の一般教育訓練給付金の支給を受ける人も、　
　上限の範囲内で差額を助成

ひとり親家庭等就業・自立支援センター
　支援制度、年金や手当、子どもの学費、親権や養育
費のこと、就業相談や求人情報の提供を行っています。
■問　こうち男女共同参画センター「ソーレ」2階
　　　（高知市旭町 3丁目 -115）
　　　☎ 088・875・2500　6088・875・2506

→　お子さんかお孫さんを紹介してみませんか？ 12広報あき 令和3年 3月



子育て information子育て information
地域子育て支援センター
■問　地域子育て支援センター（安芸おひさま保育所内）

☎・637・9310

　子育てを一人で頑張っていませんか？みんな悩みながら
も子育てしていることに共感したり、子育てが少しでも楽
しくなるように、悩みを話せる子育て仲間や、子どもたち
の小さな出会いの場として、気軽にご利用ください。

○なかよし広場
　子育て仲間との交流の場として、
元気館のホールにて親子で楽しめる
広場を開催しています。

『お楽しみ会』
～みんなでいろいろな遊びを楽しもう！～
▽と　き
　3月 18日（木）10時～ 12時
▽ところ
　健康ふれあいセンター『元気館』
▽持ち物
　着替え、お茶、
　タオルなど

○保育室・園庭開放
　安芸おひさま保育所の保育室や園庭を開放してい
ます。子ども同士、保護者同士のふれあいの場とし
てご利用ください。
▽と　き
　平日 9時 ～ 16時

○体験入園
▽と　き
　3 月 2日（火）、4日（木）、9日（火）
　　　11日（木）、16日（火）
　9時～12時
▽ところ
　安芸おひさま保育所
▽持ち物
　着替え、お茶、タオルなど

○電話相談・面接相談
　育児の悩みなどお気軽にご相談ください。
　面接相談の際は事前にご連絡ください。
▽と　き
　平日 9時 ～ 16時

■問　市民課市民係☎35・1001 ＊承諾をいただいた人のみ掲載しています。

お誕生おめでとう

【安　芸】
森　 健輔・有希

外京 純也・琴菜

杉山 誠也・あずさ

男

女

男

1月　3日

1月 10日

1月 17日

悠
ゆうひ
陽

いとは

塑
すかい
凱

【川　北】
小松 　聡・春菜 女 1月22日花

はな

保　護　者 性別 赤ちゃん 誕生日 保　護　者 性別 赤ちゃん 誕生日

1 月生まれ

○一時保育をご利用ください

▽対象児童　安芸市在住の満1歳 ～ 就学前まで
▽定　　員　1日あたり 5人

　保護者の一時的な就労や疾病、入院などにより一時
的に家庭での保育が困難となる場合や、保護者の育児
疲れの解消など、家庭での子育ての負担を軽減するた
めにお子さんを一時的にお預かりします（利用申込・
面接が必要です）。

▽利用日数　1 カ月あたり 14日以内
▽利 用 料　半日 1,000 円　1日 2,000 円
■問　安芸おひさま保育所☎・637・9310

▽利用時間　平日（土、日、祝日を除く）

　　　　　　 1 日（8時 30分 ～ 16時 30分）
半日   8時30分 ～12時30分
　　　または12時30分 ～16時30分

○給食試食会
～ 3月普通食～

▽と　き　3 月 9日（火）
▽申　込　3 月 4日（木）締切
▽定　員　1 ～ 5歳まで 10人
▽食　費　300 円

＊今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、急遽中止となる場合があります。

「赤ちゃん集まれ！」のコーナーでは、写真を募集中　→13 広報あき 令和3年 3月



就職などによって社会保険ができたときは、
届け出が必要です！

国民健康保険税の仮徴収額決定通知書を
廃止します

■問　市民課国保年金係☎35・1002

■問　税務課市民税係☎35・1005

〇住民票の異動があったときも
　届け出をお忘れなく !
　住民票の異動があったときにも国保年金係窓口へ
届け出をお願いします。
　出生・死亡・転出・住所変更・世帯分離・世帯合
併・世帯主変更など、住民票の記載事項に変更があっ
た場合には、必ず保険証を添えて、住民票の異動と
ともに届け出を行ってください。

▽届け出に必要なもの
・国保の保険証　
・社会保険の保険証
　（扶養認定を受けている人の分も必要です）
・印かん
・マイナンバー

　国民健康保険に加入している人が、就職などによ
り健康保険（健康保険組合・協会けんぽ・共済組合
など）に加入した場合や、被扶養者として認定を受け
た場合は、国保資格喪失の届け出が必要となります。
自動的には切り替わりませんので、届け出がないと
国保税と社会保険料を二重に支払うことになります。
　また、健康保険の資格ができてから国保の保険
証を使用した場合は、安芸市が負担した医療費を
返還してもらう場合があります。

　国民健康保険税について、年金からの特別徴収
（年金天引き）の対象となる人へ毎年 3月下旬頃に
仮徴収額（4月・6月・8月に年金から天引きされ
る保険税）決定通知書を送付していましたが、4月・
6月・8月分の保険税については 2月分の年金か
ら天引きされる保険税額と同額であることから、
前年度より継続して年金天引きがされる人に対し

後期高齢者医療保険料の納め忘れにご注意を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

▽注意
　75歳到達後はしばらくの間、年金からの天引き
ではなく納付書か口座振替でのお支払いとなります。
　口座振替をご希望の人は、取引先の金融機関に
て手続きをお願いします。

　後期高齢者医療保険料は医療費の大切な財源で
す。納め忘れのある人は必ず納付をお願いします。
　保険料の滞納があると、有効期限の短い被保険
者証となる場合や、窓口負担が 10 割負担になる
資格証明書の発行対象となる場合があります。
　納付が困難な場合や納期限内の納付が難しい場
合は国保年金係へご相談ください。

ては、仮徴収額決定通知書の送付を廃止させてい
ただきます。
　なお、新たに年金からの特別徴収の対象となっ
た人には、仮徴収額決定通知書（特別徴収のお知ら
せ）を送付します
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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車種区分
税額（年額）

特例① 特例② 特例③

軽四輪

乗用
自家用 2,700円 5,400円 8,100円

営業用 1,800円 3,500円 5,200円

貨物用
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

営業用 1,000円 1,900円 2,900円

軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円

令和3年度 軽自動車税（種別割）について

軽自動車税（種別割）は
4月1日現在の所有者に課税されます

■問　税務課市民税係☎35・1005　635・1028

■問　税務課市民税係☎35・1005　635・1028

【軽自動車のグリーン化特例（軽課）】

▽特例②
・乗用
　平成 17年排出ガス規制 75％低減（以下＊）また
は平成 30年排出ガス規制 50％低減かつ令和 2年
度燃費基準＋ 30％達成車
・貨物用
（＊）または平成30 年排出ガス規制50％低減かつ
　　平成27年度燃費基準＋35％達成車
▽特例③
・乗用
（＊）または平成30 年排出ガス規制50％低減かつ
　　令和2年度燃費基準＋10％達成車
・貨物用　
（＊）または平成30 年排出ガス規制50％低減かつ
　　平成27年度燃費基準＋15％達成車

○グリーン化特例
　令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで
に初度検査を受けた三輪と四輪の軽自動車で次の
基準を満たす車両について、令和 3年度分の軽自
動車税（種別割）に限り、グリーン化特例（軽課）が
適用されます。

　軽自動車税（種別割）は 4月 1日現在における原
動機付自転車、軽自動車などの所有者に対して課
税されます。
　譲渡や解体業者へ引き渡した場合でも、届け出
が無ければ課税されますのでご注意ください。

〇軽自動車などの所有者が死亡した場合は？
　そのまま使用される場合は名義変更を、使用せ
ず処分する場合は廃車の手続きをしてください。

＊手続きに必要なものは車種などにより異なりますので、各届け出先にお問い合わせください。

車 種 届 出 先
原動機付自転車（125㏄以下）
小型特殊自動車（農耕用を含む）

安芸市税務課市民税係
☎ 35・1005

軽四（三）輪自動車 軽自動車検査協会高知事務所
【住所】高知市長浜3106-2　☎ 050・3816・3125

軽二輪（125㏄超～250㏄以下）
四国運輸局高知運輸支局
【住所】高知市大津乙 1879-1 ☎ 050・5540・2077

二輪小型自動車（250㏄超～）

▽特例①
・電気自動車
・天然ガス自動車
平成30年排出ガス規制適合または
平成 21年排出ガス基準 10％低減
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障がいのある皆さんへの支援制度
■問　福祉事務所障害ふくし係☎35・1009　635・1028

【NHK受信料】
　障害者手帳をお持ちの人は、NHK受信料が全額
または半額免除される場合があります。

【携帯電話割引】
　12 歳以上で障がいのある人が契約している携
帯電話の基本使用料などが割引されます。割引の
範囲や割引率は携帯電話会社で異なります。各社
ショップまたは取扱店へお問合せください。

【障がい者エアロビ教室】
　障がいのある人を対象に、毎月 1回（日曜日 14
時から 15時 ＊ 7～ 8月を除く）安芸市市民館でエ
アロビ教室を開催しています。休日を家の中で過
ごされている人も、体を動かしにきませんか？

　納税者自身またはその控除対象配偶者もし
くは扶養親族が身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合、障
害の程度に応じて所得税および住民税の算定
の際に障害者控除を受けることができます。
　住民税については、本人が障害者控除に該
当し、合計所得が 135 万円以下の場合、非
課税となります。控除を受けるには申告が必
要です。
■問　税務課市民税係
　　　☎ 35・1005　635・1028

所得税・住民税の障害者控除

申立費用の助成

【有料道路通行料金】
　障がいのある人が有料道路を利用する場合、通
行料金が割引される場合があります（営業用車両を
除く）。

〇本人が乗車し、介護者運転の場合
　身体障害者手帳 1級から 4級で第 1種障がい者
の人。または、療育手帳A1・A2の人。

身体障害者手帳、療育手帳または精
神障害者保健福祉手帳のいずれかを
お持ちで、世帯構成員全員が市民税
非課税の場合。

〇全額免除　

　身体障害者手帳1級から6級の人。
〇本人運転の場合

視覚障がいまたは聴覚障がいのある人
が世帯主の場合。または重度の身体
障がい、重度の知的障がい、重度の
精神障がいのある人が世帯主の場合。

〇半額免除　

成年後見制度をご存知ですか？
■問　福祉事務所障害ふくし係☎35・1009　635・1028
　　　市 民 課 介 護 保 険 係☎35・1003　635・1555

　「成年後見制度」とは、認知症や障害などにより
判断能力が十分でない成人に代わり、日常生活で
の契約の手続きや財産管理などを行い、安心して
生活できるように支援をする制度です。本人を支
援する人は、本人の判断の能力に応じて「後見人」
「保佐人」「補助人」の３種類（以下３種類を併せ
て成年後見人等という）があり、親族などが家庭
裁判所に申し立てを行い、裁判所が成年後見人等
を選任します。

　市では成年後見制度の利用促進のため次の事業
を行っています。

　成年後見人等の申し立てに必要な費用を負担す
ることが困難な人に対して助成金を交付します。

市長申し立て
　身寄りのない高齢者・障がい者に成年後見人等
が必要となった場合、市が家庭裁判所へ申し立て
を行います。

成年後見人等への報酬助成
　裁判所の審判による成年後見人等の報酬額が市
で定める基準より低かった場合にその差額を助成
します。

＊対象者の条件などありますので、詳しくはお問い合わせください。
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水道の開栓・中止連絡はお早めに
■問　上下水道課☎35・6875

　引っ越しの予定日が決定したら、お早めに上下
水道課へご連絡ください。また、土日祝日などに
引っ越しを予定されている場合は、前後の平日に
開閉栓をさせていただきますので、必ず事前に上
下水道課へ連絡をお願いします。

▽水道を通す（開栓する）とき
　事前に開栓希望日時をお知らせください。開栓
の際は現場での立ち会いをお願いしています。ま
た、給水契約のため給水申込書の提出が必要です。
上下水道課にお越しいただくか、開栓当日の立ち
会いの際に申込書へ記入していただきますので、
印かんをご用意ください。

▽水道を止める（閉栓する）とき
　事前に閉栓希望日時をお知らせください。立ち
合いは必要ありませんが、閉栓受付票の提出が必
要です。上下水道課にお越しいただくか、閉栓当
日に受付票への記入をお願いします。

▽休日の連絡方法
　急なご都合などで土日祝
日での開閉栓が必要になっ
た場合は、市役所代表番号
（☎ 34・1111）へ連絡をお
願いします。

「マイナンバーカードQRコード付き交付申請書」
が発送されています
■問　市民課市民係☎35・1001

〇発送対象者
　マイナンバーカード未取得者のうち、交付申請を
行っていない人

　マイナンバーカードが健康保険証として利用可
能となる（令和 3年 3月予定）ことなどを踏まえ、
マイナンバーカードを申請していない人に対して、
地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から令和
3年 1月 ～ 3 月にかけて、「マイナンバーカード
QRコード付き交付申請書」が順次送付されてい
ます。
　マイナンバーカードの申請は、本人の意思によ
るため任意ですが、今回送付される申請書を使い、
郵送やスマートフォンなどにより、ご自宅からマ
イナンバーカードの申請ができます。この機会に
ぜひマイナンバーカードの申請をお願いします。
申請後、内容などに不備がなければ 1カ月程度で
カードが出来上がりますが、交付件数の増加によ
り、さらに時間がかかる可能性がありますのでご
了承ください。
　また、このことに伴い、マイナンバーカードの
受け取りなどで窓口が大変混雑することが予想さ
れます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止の観点から、窓口が混み合う時（月曜日および金
曜日、11時 ～ 14 時ごろなど）を避けてご来庁い
ただくなど、ご協力をお願いします。

＊ただし、次の人は対象外となります。
 ・令和2年10月31日時点で75歳以上の人

 ・令和2年中に出生や国外転入などにより、申請書
が添付された個人番号通知書または通知カードの
送付を受けた人
 ・外国籍の人（在留期限がある人）で、出入国在留管
理局において交付申請などの周知がされている人
（永住者および特別永住者は送付対象となります）

後期高齢者広域連合において、別途、被保険者証の
更新時などにマイナンバーカード取得に係る申請書
類などの送付が行われる予定です
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納付 学生納付
特例 未納

障害基礎年金
遺族基礎年金
（受給資格期間）

○
入ります

○
入ります

×
入りません

受給資格
期間

○
入ります

○
入ります

×
入りません

年金額に
計算

○
されます

×
されません

×
されません

（＊）10年以内ならさかのぼって納めることができます。

老
齢
基
礎
年
金

身体的虐待
つねるなど の暴力や、無理やり食事
を口に入れる、ベッドに体を縛り付
ける など

心理的虐待
排泄失敗の嘲笑、意図的な無視、子
どものような扱い、脅しや屈辱的な
暴言

介護世話の
放任・放棄

清潔保持ができていない、食事を十
分与えない、医療を受けさせない
など

性的虐待 本人の合意なく性的行為を行ったり
強要したりする行為

経済的虐待 本人の合意なく財産や年金を処分・
使用する行為

国民年金には学生納付特例制度があります
■問　市民課国保年金係☎35・1002

▽手続きに必要なもの
① 年金手帳
② 学生証（コピー可）または在学証明書
③ 印かん

「納付」と「学生納付特例」と「未納」は
このように違います

＊会社などを退職して学生になった人は、このほかに、
雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票などの写
しが必要です。
＊代理人による申請の場合は、代理人の免許証など本人
確認ができる物が必要です。

　この制度は、所得がない学生の人が将来、年金を
受け取れなくなることや、不慮の事故などにより障
害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けら
れなくなることなどを防止するため、ご本人の申請
により保険料の納付が猶予される制度です。

▽対象者と所得の目安
・学校教育法で規定されている修業年限が 1年以
上の課程に在学している人
・本人の前年所得（1月～3月までに申請される場合
は前々年所得）が次の計算式で計算した額以下の人
・118万円＋扶養親族などの数 × 38 万円

▽承認期間
　4月（または 20歳誕生月）から翌年 3月まで

▽申請 毎年申請が必要です。
　学生納付特例を承認された人で、翌年度も同じ学
校に在学する人には、3月下旬に年金事務所からハ
ガキの申請書が送付されますので、必要事項を記入
して返送してください。＊添付書類は不要です。
　学校が変わった場合は、あらためて市民課国保年
金係で申請手続きが必要です。

20 歳以上の学生の皆さん
！

（＊）

　高齢に伴う認知症や自立度低下などにより、介護
が必要になることは誰にでも起こり得ます。
　平成18年に「高齢者虐待防止法」が施行され、高
齢者の虐待防止と擁護者支援、虐待を発見した際に
は発見者に通報義務などがあると定められています。
　全国の高齢者虐待の数は年々増加しています。高
齢者が人としての尊厳を保ち、安心して地域生活が
できるように、高齢者に関心を持ち、高齢者の人権
を守ることが大切です。
　不慣れな介護で負担が増して不適切な介護となっ
てしまうことや、介護・世話の放任、年金の搾取な
ども高齢者虐待です。
　自分一人や、家族だけで介護の負担を抱え込まず、
地域包括支援センターひまわりまたは市民課介護保
険係の相談窓口で相談することができます。気軽に
お電話ください。

【高齢者虐待の定義】

高齢者の虐待防止に向けて
■問　地域包括支援センターひまわり☎32・0555　635・1555
　　　市 民 課 介 護 保 険 係☎35・1003　635・1555
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住所の異動届は正しく行われていますか？

高齢者などで粗大ゴミの処分にお困りの人へ

■問　市民課市民係☎35・1001

■問　環境課☎35・1023

▽処分料金
　収集の際に、その場で 1品につき 1,000 円をい
ただきます。

　次の世帯に限り、有料で粗大ごみの戸別収集を
します。
　ご利用される場合は、環境課までご連絡ください。

▽対象世帯（次のいずれかに該当する世帯）
 ・75歳以上の高齢者のみの世帯
 ・障がい者のみの世帯
 ・自動車運転免許証を有していない者のみの世帯

▽戸別収集できるもの
　安芸市のごみ収集指定袋に入らない粗大ごみ
　（2人で運べる大きさ、重さのものに限る）
（例）タンス・ベッド・テーブル・食器棚・下駄箱・
　　ふとん・自転車など
＊詳しくは「50音でひけるごみ分別辞典」を参照して
ください。

＊家電リサイクル法対象品（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・
洗濯機・乾燥機・エアコン）は収集できません。

〇身分証明書となる｢マイナンバーカード」の
　住所変更について
　身分証明書となる「マイナンバーカード」につ
いては、住所を最新のものにする必要があります。
　入学・就職・転勤などに伴う引っ越しなどによ
り住所を移した人は、住民票の住所の変更手続と
併せて、住所変更の届け出を行ってください。

▽申込方法　　
　安芸市環境課へ電話でご予約ください。

安芸市ごみ減量化推進キャラクター
「くいしんぼ　くまあきくん」

住民票の住所変更について
　住民票（住民基本台帳）には、氏名、生年月日、
性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、
国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人
名簿への登録など各種行政サービスの基礎と
なっています。
　行政サービスを確実に受けられるようにす
るため、入学・就職・転勤などに伴う引っ越
しなどにより住所を移した人は、速やかに住
民票の住所変更の届け出を行ってください。
＊法律上の義務です。正当な理由がなく届け出をし
ない場合、5万円以下の過料に処されることがあ
ります。

ほかの市区町村に
転出・転入される場合

同一の市区町村内で
転居される場合

引越前の
市区町村

［転出前に］
転出届を提出して転出証明書を
受け取る

引越先の
市区町村

［転入した日から 14日以内に］
転出証明書を添えて転入届を提出

住民票のある
市区町村

［転居した日から 14日以内に］
転居届を提出

〉〉〉

▽回収の流れ

電話でご予約（毎月末締め切り）❶

事前に品目や大きさなどの確認にご自宅へ
お伺いします。
その際に、申請書へ記入・提出をしていた
だきます。

❷

電話で収集日時をご相談のうえ、ご自宅の
玄関先まで収集に伺います。
その際、併せて料金をお支払いいただきます。
受付状況にもよりますが、最長でご予約の
翌月末までに収集します。

❸
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催
　
し

や
の
ま
る 

に
こ
に
こ
ひ
ろ
ば

園
庭
開
放

　
子
育
て
中
の
皆
さ
ん
！
お
子
さ
ん
と
一

緒
に
保
育
園
に
遊
び
に
来
ま
せ
ん
か
？

　
お
も
ち
ゃ
や
絵
本
、
季
節
の
遊
び
が
楽

し
め
ま
す
。

　
妊
娠
さ
れ
て
い
る
人
も
気
軽
に
足
を
運

ん
で
く
だ
さ
い
ね
。

▽
と
　
き　
3
月
11
日（
木
）

　
9
時
30
分 

～ 

11
時 

▽
と
こ
ろ　
矢
ノ
丸
保
育
園　
乳
児
棟

▽
対
　
象

・
0
歳
～
5
歳
ま
で
の
未
就
学
児
と
そ
の

  

保
護
者

・
妊
婦
さ
ん

高
知
城
歴
史
博
物
館

催
し
の
お
知
ら
せ

　
恒
例
の
ひ
な
祭
展
示
。
土
佐
藩
主
山
内

家
に
伝
わ
っ
た
ひ
な
人
形
・
ひ
な
道
具
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

▽
と
　
き　
4
月
5
日（
月
）
ま
で

　
文
化
財
修
理
で
よ
み
が
え
っ
た
書
画
や

刀
剣
、
甲
冑
な
ど
を
展
示
し
、
そ
の
成
果

を
紹
介
。
修
理
を
支
え
る
職
人
の
伝
統
の

技
に
迫
り
ま
す
。

▽
と
　
き

　
3
月
20
日（
土・祝
） 

～ 

5
月
18
日（
火
）

　
伝
統
の
紙
づ
く
り
の
実
演
と
解
説
。
書

画
や
書
物
、
古
文
書
な
ど
の
修
理
に
欠
く

こ
と
が
で
き
な
い
補
修
紙
製
作
の
い
ろ
は

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

▽
と
　
き　
３
月
28
日（
日
）

　
10
時
30
分 
～ 
12
時

▽
講
　
師

　
江
渕 

榮
貫
氏

　
（
選
定
保
存
技
術
保
持
者（
補
修
紙
））

▽
定　
員　
20
人

　
（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

▽
受
付
期
間

　
2
月
20
日（
土
） ～ 

3
月
13
日（
土
）

　

文
化
財
の
修
理
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま

な
職
人
た
ち
の
仕
事
を
紹
介
し
つ
つ
、
修

理
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
伝
統
技
術
・

材
料
・
道
具
の
保
護
と
継
承
の
現
状
、

そ
し
て
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ

き
ま
す
。

▽
と
　
き　
3
月
28
日（
日
）

　
14
時 

～ 

15
時
30
分

▽
講
　
師

　
地
主 

智
彦 

氏

　
（
文
化
庁
文
化
財
第一課
文
化
財
調
査
官
）

▽
定
　
員　
60
人（
申
込
先
着
順
）

▽
開
館
時
間

　
9
時
～
18
時（
日
曜
日
は
8
時
開
館
）

＊
展
示
室
へ
の
入
室
は
閉
館
30
分
前
ま
で

▽
と
こ
ろ

　
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館

▽
展
示
観
覧
料　
5
0
0
円

　
（
高
知
城
と
の
セ
ッ
ト
券　
7
4
0
円
）

　
企
画
展
開
催
中
は
7
0
0
円

　
（
高
知
城
と
の
セ
ッ
ト
券
は
9
0
0
円
）

＊
高
校
生
以
下
と
県
内
65
歳
以
上
の
人
は

　
無
料

＊
3
月
6
日
・
7
日
は
す
べ
て
の
人
が
無
料

▽
休
館
日　
な
し

■
問

　
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館

●
企
画
展
関
連
行
事
の
共
通

▽
と
こ
ろ　
高
知
城
歴
史
博
物
館

▽
申
　
込　
要
事
前
申
込

▽
申
込
方
法

　
電
話
・
は
が
き
・
F
A
X
に
て
参

加
者
の
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
を

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

整
理
券
を
お
送
り
し
ま
す
。

▽
申
込
先

　
〒
7
8
0
-0
8
4
2

　
高
知
市
追
手
筋
2
-7
-5

　
☎
0
8
8・8
7
1・1
6
0
0

　
6
0
8
8・8
7
1・1
6
1
9

「
ほ
っ
と
会
」に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

女
性
の
家 

3
月
の
常
掲
展

 ｢

ア
ー
ト
サ
ー
ク
ル
絵
画
展
」

　
私
た
ち
は
、
発
達
障
が
い
や
精
神
疾
患

の
家
族
が
い
る
人
の
集
ま
り
で
す
。

　
み
ん
な
で
お
茶
し
な
が
ら
、
日
ご
ろ
不

安
に
思
っ
て
い
る
こ
と
や
悩
ん
で
い
る
こ

と
を一緒
に
話
し
て
、「
ほ
っ
と
」
し
て
み

ま
せ
ん
か
？
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

▽
と
　
き

　
3
月
16
日（
火
）　
18
時
30
分 

～ 

20
時

　
（
毎
月
第
3
火
曜
日
）

▽
と
こ
ろ

　
総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

　
ふ
れ
あ
い
研
修
室

▽
参
加
費　
1
0
0
円（
お
茶
菓
子
代
）

■
問

　
福
祉
事
務
所
障
害
ふ
く
し
係

　
☎
35・1
0
0
9　

6
35・1
0
2
8

　
今
月
の
常
掲
は
、
市
民
会
館
で
活
動
さ

れ
て
い
る
ア
ー
ト
サ
ー
ク
ル
の
静
物
・
人

物
・
風
景
な
ど
の
絵
画
を
展
示
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

▽
と
　
き

　
3
月
8
日（
月
） 

～ 

4
月
22
日（
木
）

　
9
時 

～ 

17
時

　
（
＊
最
終
日
は
12
時
ま
で
）

＊
日
曜
日
・祝
日
は
休
館

▽
と
こ
ろ　
女
性
の
家
1
階
ロ
ビ
ー

■
問　
女
性
の
家
☎
34
・
3
5
1
4

そ
の
ほ
か
、都
合
に
よ
り
閉
館
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す

▽
持
ち
物　
着
替
え
、お
茶
、タ
オ
ル
な
ど

■
問

　
矢
ノ
丸
保
育
園
☎
6
35・3
6
0
0

特
別
展
示（
開
催
中
）

山
内
家
の
ひ
な
人
形・ひ
な
道
具

企
画
展

よ
み
が
え
る
山
内
家
資
料
の

美
と
歴
史

～
伝
統
の
技
が
な
す

　
　
　
文
化
財
修
理
の
世
界
～

企
画
展
関
連
行
事 

実
演
講
座

「
紙
づ
く
り
の
技
　文
化
財
補
修

紙
の
世
界
」

企
画
展
関
連
行
事 

記
念
講
演
会

「
文
化
財
を
守
る
人
た
ち

  

―
未
来
に
つ
な
ぐ
匠
の
技
―
」

有職雛（ゆうそくびな）

絵画修理の様子

＊
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
状

況
に
よ
っ
て
は
延
期
や
中
止
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

→　市役所代表 635・4445 までお問い合わせください。 20広報あき 令和3年 3月



　
安
芸
市
で
は
、
高
校・高
等
専
門
学
校・

大
学
な
ど
へ
進
学
さ
れ
る
人
、
ま
た
は
在

学
中
の
人
で
、
次
の
応
募
資
格
す
べ
て
を

満
た
し
て
い
る
人
に
無
利
子
で
奨
学
資
金

を
貸
与
し
て
い
ま
す
。

▽
応
募
資
格

○
進
学
の
意
欲
が
旺
盛
で
あ
る
こ
と

○
学
資
の
調
達
が
難
し
い
と
認
め
ら
れ
る

　
者
で
あ
る
こ
と

○
保
護
者
ま
た
は
親
権
者
が
引
き
続
き

　
１
年
以
上
安
芸
市
に
住
ん
で
い
る
こ
と

○
身
体
強
健
で
品
行
方
正
で
あ
る
こ
と

○
奨
学
金
の
返
還
が
可
能
で
あ
る
こ
と

▽
貸
付
金
額
・
募
集
人
員

○
高
等
学
校

　
月
額
１
万
円
以
内 

…
…
…
… 

若
干
名

○
高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校

　
月
額
１
万
５
千
円
以
内 

…
… 

若
干
名

○
大　
学

　
月
額
３
万
円
以
内 

…
…
…
… 

若
干
名

▽
募
集
期
間

　
3
月
1
日（
月
） 

～ 

31
日（
水
）

＊
申
請
書
類
は
学
校
教
育
課
の
ほ
か
、
市
内

中
学
校
・
高
校
で
希
望
者
に
配
布
し
て
い

ま
す
。

■
問
・
申
込

　
学
校
教
育
課
☎
35
・
1
0
2
1

募
　
集

お
知
ら
せ

安
芸
児
童
合
唱
団 

は
ま
ゆ
う

結
成
30
周
年
記
念

特
別
演
奏
会

安
芸
お
も
ち
ゃ
病
院

　
安
芸
児
童
合
唱
団
は
ま
ゆ
う
は
、
次
代

を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
童
謡
を
歌
い
継
い

で
欲
し
い
と
い
う
願
い
か
ら
、
平
成
2
年

10
月
に
結
成
し
、
今
年
度
で
30
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。
こ
の
節
目
の
年
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
集
大
成
と
し
て
団
員
に
よ
る

音
楽
劇
な
ど
を
披
露
す
る
ほ
か
、
ゲ
ス
ト

と
し
て
マ
リ
ン
バ
・
サ
ヌ
カ
イ
ト
奏
者
小

松
玲
子
さ
ん
を
お
招
き
し
、「
ほ
ん
も
の

の
音
色
」
を
お
聴
き
い
た
だ
き
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
来
場
を
心
よ
り
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

▽
プ
ロ
グ
ラ
ム

 

・
音
楽
劇
「
赤
い
ろ
う
そ
く
」

　
各
々
が
手
話
に
て
表
現

 

・
30
年
を
振
り
返
っ
て

 

・
ソ
プ
ラ
ノ
独
唱　
ほ
か

▽
入
場
料（
全
席：
自
由
席
）

　
前
売
券
1
，5
0
0
円

　
当
日
券
2
，0
0
0
円

＊
半
券
の
裏
側
に
氏
名
と
連
絡
先
の
記
入
を

お
願
い
し
ま
す
。

▽
チ
ケ
ッ
ト
販
売

 

・
安
芸
駅
ぢ
ば
さ
ん
市
場

　
（
矢
ノ
丸
4
丁
目
2
-3
0
）

 

・
高
新
プ
レ
イ
ガ
イ
ド

＊（
公
財
）高
知
新
聞
厚
生
文
化
事
業
団

　
助
成
事
業

■
問

　
安
芸
児
童
合
唱
団
は
ま
ゆ
う

▽
と
　
き
　
3
月
28
日（
日
）

▽
と
こ
ろ
　
市
民
会
館 

大
ホ
ー
ル

▽
上
演
会

　
【
昼
の
部
】
13
時
30
分
～（
開
場
13
時
～
）

　
【
夜
の
部
】
17
時
30
分
～（
開
場
17
時
～
）

　
お
も
ち
ゃ
ド
ク
タ
ー
に
よ
る
お
も
ち
ゃ

の
診
察
、
修
理
を
行
い
ま
す
。
ど
ん
な
状

況
の
お
も
ち
ゃ
で
も
対
応
し
ま
す
の
で
、一

度
見
せ
に
来
て
く
だ
さ
い
。

＊
無
料
で
す
が
、
部
品
代
が
必
要
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

▽
と
　
き

　
毎
月
第
2
、
第
4
日
曜
日

　
3
月
は
14
日
と
28
日

　
10
時 

～ 

12
時

▽
と
こ
ろ　
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー

■
問

　
安
芸
お
も
ち
ゃ
病
院 

清
岡
さ
ん

　
☎
34
・
4
4
0
4

D
V
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す

駅
前
広
場
に
防
犯
カ
メ
ラ

を
設
置
し
ま
し
た

　
家
庭
内（
夫
婦
間
、
親
子
間
の
暴
力
）

お
よ
び
恋
愛
関
係
の
当
事
者
間
に
お
け
る

暴
力
な
ど
に
つ
い
て
、
専
門
の
相
談
員
に

よ
る
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
ま

ず
は
電
話
で
相
談
を
！

＊
相
談
員
は
こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

の
支
援
員
で
す
。

＊
電
話
で
の
相
談
時
に
は
住
所
、
氏
名
は
言

う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん（
通
話
料
は
自
己

負
担
で
す
）。

　
ご
め
ん
・
な
は
り
線
の
利
用
者
や
地
域

の
住
民
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
、
赤
野
駅
、
穴
内
駅
、

下
山
駅
の
駅
前
広
場
に
防
犯
カ
メ
ラ
を
設

置
し
ま
し
た
。

　
防
犯
カ
メ
ラ
は
、
犯
罪
の
抑
止
効
果
が

あ
る
と
と
も
に
、
犯
罪
発
生
時
に
は
事
件

の
解
決
に
寄
与
す
る
こ
と
で
、
安
全
で
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
の
実
現
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　
今
回
設
置
し
た
防
犯
カ
メ
ラ
は
24
時
間

録
画
し
て
い
ま
す
が
、
モ
ニ
タ
ー
な
ど
に

よ
る
監
視
は
行
わ
ず
、
犯
罪
発
生
時
な
ど

の
必
要
が
あ
る
と
き
の
み
閲
覧
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
設
置
場
所
に
つ

い
て
は
、
安
芸
市
と
警
察
が
現
場
確
認
を

行
っ
た
上
で
決
定
し
ま
し
た
。

　

来
年
度
に
は
、
球
場
前
駅
、
あ
き
総

合
病
院
前
駅
、
伊
尾
木
駅
の
駅
前
広
場

に
も
設
置
を
予
定
し
て
お
り
、
引
き
続
き

地
域
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
努
め
て
い

【
D
V
相
談
：
相
談
窓
口
】

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
生
活
不
安
・
ス
ト
レ
ス
に
よ
り

配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力（
D
V
）の
増
加

や
深
刻
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
夫
婦
の
間
な
ど
で
「
暴
力
を
振
る
わ
れ

て
い
る
」「
辛
い
」
と
感
じ
た
ら
、ま
ず
は
、

こ
ち
ら
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

①
全
国
共
通
相
談
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
#
8
0
0
8

②
D
V
相
談
＋（
プ
ラ
ス
） 

 

・
24
時
間
対
応
電
話

　
☎
0
1
2
0・2
7
9・8
8
9

 

・
S
N
S
相
談

　
（
受
付
時
間
：
12
時 

～ 

22
時
ま
で
）、

　
メ
ー
ル
相
談（
24
時
間
受
付
）

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ク
セ
ス
：

　

https://soudanplus.jp　

 

・
外
国
人
相
談
者
向
け
相
談

　
（
受
付
時
間
：
12
時 

～ 

22
時
ま
で
）

＊
S
N
S
相
談
に
よ
り
対
応
予
定

 

・
W
E
B
面
談

　
（
相
談
状
況
に
応
じ
て
対
応
）

＊
各
相
談
の
受
付
期
間
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
感
染
症
対
策
の
状
況
に
よ
り
変
わ

り
ま
す
。

第
2
・
第
4
金
曜
日
以
外
の
平
日
8

時
30
分 

～ 

17
時
15
分
は
福
祉
事
務

所
障
害
ふ
く
し
係
で
対
応
し
ま
す

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構

の
定
め
る
学
資
貸
与
の
際
の
収
入
基

準
を
参
考
と
し
ま
す

高
知
市
本
町
3
丁
目
2
-1
5

高
知
新
聞
放
送
会
館
1
階

安
芸
市
奨
学
資
金

令
和
3
年
度 

奨
学
生
募
集

H
P

：https://w
w
w
.kochi-

johaku.jp/

　
☎
0
8
8・8
7
1・1
6
0
0

　
代
表　
中
川
彩
子
☎
35
・
5
3
7
6

＊
来
所
に
よ
る
相
談
も
可
能
で
す
。

▽
と
　
き　
毎
月
第
2
、第
4
金
曜
日

　
3
月
は
12
日
、
26
日　
10
時 

～ 

15
時

▽
と
こ
ろ

　
総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
1
階

　
相
談
室

▽
対
象
者
　
市
内
在
住
の
人

■
問　
☎
0
8
0・3
1
6
7・2
9
1
8

　
☎
35・1
0
0
9 

6
35・1
0
2
8

中
小
企
業
の
退
職
金

国
の
制
度
が
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
！

　
中
小
企
業
退
職
金
共
済（
中
退
共
）制
度

は
、
中
小
企
業
の
事
業
主
が
、
従
業
員
の

退
職
金
を
計
画
的
に
準
備
で
き
る
国
の
退

職
金
制
度
で
す
。
国
か
ら
の
掛
金
助
成
が

あ
り
、
掛
金
は
全
額
非
課
税
で
手
数
料
も

か
か
り
ま
せ
ん
。
家
族
従
業
員
や
パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
も
加
入
で
き
ま
す
。

＊
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：http://chutaikyo.

taisyokukin.go.jp/index.htm
l

】

■
問

　
中
退
共
本
部

　
☎
03
・
6
9
0
7・1
2
3
4

き
ま
す
。

　
な
お
、
防
犯
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
取
得
し

た
デ
ー
タ
の
取
り
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
は
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配
慮
や
個
人
情
報
の

保
護
に
つ
い
て
十
分
に
留
意
し
て
運
用
し

ま
す
。

■
問　
企
画
調
整
課
☎
35
・
1
0
1
2

本文にFAX番号の記載がない場合のお問い合わせは　→21 広報あき 令和3年 3月



3月の
 日 月 火 水 木 金 土

２
9
16
23
30

3
10
17
24
31

7
14
21
28

１
8
15
22
29

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

 
 

休
館
日

×印は休館日

安芸市民図書館☎ 35・5638

「このかみなあに？」
●谷内つねお

（福音館書店）
　今月は、少し変わったものをテーマに取り
上げた絵本を紹介します。
　その「変わったもの」とは、私たちの生
活に必要なもののひとつ、トイレットペー
パーです。
　本書は、子どもたちが興味を持ちやすい
ような楽しい絵本なので、ぜひ、一緒に読
んでみてはいかがでしょうか？

＝3月の新刊案内＝
[ 児童書 ]
▽いよくけいこ「モンをさがしに」　▽クララ・コルマン「いろんなたまご」
▽ Junaida「怪物園」　▽ロベルト・ピウミーニ「ピノピノとおひるね（1）」
▽ドメニコ・スキラーチェ「「これから」の時代を生きる君たちへ」ほか

[ 一般書 ]
▽西野弘章「避難所に行かない防災の教科書」　▽森乃おと「たんぽぽの秘密」
▽中山七里「境界線」　▽益田ミリ「考えごとしたい旅」
▽チョ・ナムジュ「彼女の名前は」ほか

3 月 15日（月） ～ 3月 19日（金）　全日 10時 30分 ～ 15時
正面玄関前にて配布予定。雑誌のみの配布を５日間に分けて行います。
各雑誌の配布予定日は、市民図書館または市ホームページにてお知らせします。
ただし、3月 15日（月）～17日（水）は蔵書点検のため、休館中です。
通常の図書館業務は行いません。

【開館時間】
平日 → 9時30分 ～ 19時まで
土日 → 9時30分 ～ 17時まで

無料
配布

・蔵書点検のため休館
　3月９日（火） ～ ３月17日（水）
・臨時開館
　3月 18日（木）
　9時 30 分 ～ １９時

休館などのお知らせ

4月11日（日）
まで開催中

　特別展「安芸のおひなさま」では、安芸市の人々
が大切にしていたおひなさまとともに、お人形にま
つわるお話も紹介しています。今回初めて展示する
おひなさまは、安芸市本町にお住まいの西田屋さん
のおひなさまです。
　西田屋さんは、江戸時代から安芸で薬業を営み、
2 組の内裏雛と立雛、市松人形、飾りまり、くす玉
などが伝わっています。これは、明治14年（1881年）
の第 2回内国勧業博覧会に出品した京都の平野屋（岩
井又兵衛）のおひなさまです。宝冠（ほうかん）がたく
さんあることから、かつては内裏雛がたくさんあった
ことがうかがわれます。
　館内には幕末から昭
和初期にかけての内裏
雛や御殿飾り、立雛な
ど多彩なおひなさまと
ひな道具約200点を展
示しますので、ぜひご
来館ください。

　説明しながら一緒に歴史民俗資料
館内を見学します。
　ご希望の人は日時、人数を事前に
当館までお知らせください。

もっと深くおひなさまのことを知りたい人に！

　五藤家安芸屋敷（国登録有形文化財）を公開し、
安芸の内原野焼のおひなさまも飾っています。

▽と　き　2月 27日（土） ～ 3 月 3日（水）
▽ところ　歴史民俗資料館

▽と　き　2月 27日（土） ～ 3 月 3日（水）
　　　　　10 時 ～ 16 時
＊3 月 1 日（月）はお休みです。
▽ところ　五藤家安芸屋敷

特別展 「安芸のおひなさま」
■問　歴史民俗資料館☎634・3706

学芸員による展示ガイドを行います

五藤家安芸屋敷のおひなさま

要予約

入場無料
▲西田屋さんのおひなさま

→　直接処分場へ持ち込みましょう。 22広報あき 令和3年 3月



安芸市・芸西村火災救急出動状況

火
災

救
急

1　月　分 累　　　計
安芸市芸西村 計 安芸市芸西村 計種　　別

建　　物
林　　野
そ  の  他
計

急　　病
交通事故
一般負傷
転　　院
そ  の  他
計

2
0
0
2
65
3
14
9
2
93

0
0
0
0
19
2
3
6
0
30

2
0
0
2
84
5
17
15
2

123

2
0
0
2
65
3
14
9
2
93

0
0
0
0
19
2
3
6
0
30

2
0
0
2
84
5
17
15
2

123

一般廃棄物最終処分場放流水水質検査

pH

５．８～８．６

５．８～８．６

8.0

処分場独自排水目標

法排水基準

1月 6日

ＳS
mg/ℓ

２０以下

１５０以下

1.0未満

ＣＯD
mg/ℓ

２０以下

１２０以下

1.6

ＢＯＤ
mg/ℓ

１０以下

１２０以下

０．５未満

大腸菌群数
個/㎖

３，０００以下

３，０００以下

３０未満

採取試験日

総人口   　16,836人

8,051人男

8,785人女

（前月比：32人減）

（　〃　：16人減）

（　〃　：16人減）
世帯数 8,192

6,522人
1,435人
2,841人
228人
1,927人
1,951人
170人
675人
1,087人

安芸町
伊尾木
川　北
東　川
土　居
井ノ口
畑　山
穴　内
赤　野

（＊地区別人口）

【令和3年1月末日現在】（外国人含む）

人 口 統 計

＊地区別人口の地区内訳は令和2年4月号P25を参照してください。

1 月  市長の活動　この公務記録には、庁内での打合せ、ご面会等は掲載していません。

1
月
4
日（
月
）

・
土
佐
国
道
事
務
所
長
と
の
懇
談

1
月
5
日（
火
）

（
在
庁
）

1
月
6
日（
水
）

（
在
庁
）

1
月
7
日（
木
）

・
臨
時
課
長
会

・
法
テ
ラ
ス
安
芸
法
律
事
務
所
弁
護
士

と
の
懇
談

・
J
A
高
知
県
安
芸
地
区
常
務
ほ
か

と
の
懇
談

1
月
8
日（
金
）

・
庁
議

・
県
展
書
道
無
鑑
査
展
訪
問（
高
知
市
）

1
月
12
日（
火
）

・
課
長
会
・
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

　
感
染
症
対
策
本
部
会

・
定
例
記
者
会
見

1
月
13
日（
水
）

・
市
不
発
弾
処
理
対
策
本
部
会
議

1
月
14
日（
木
）

・
ニ
ッ
ポ
ン
高
度
紙
工
業
㈱
代
表
取
締

役
社
長
ほ
か
と
の
懇
談

・
四
国
電
力
送
配
電
㈱
高
知
支
社
長
ほ

か
と
の
懇
談

1
月
15
日（
金
）

・
百
歳
長
寿
祝
い（
井
ノ
口・日
ノ
出
町
）

・
県
土
木
部
副
部
長
ほ
か
と
の
協
議

（
高
知
市
）

1
月
18
日（
月
）

・
土
佐
国
道
事
務
所
長
と
の
懇
談

1
月
19
日（
火
）

・
県
道
路
課
長
ほ
か
と
の
協
議

・
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
球
団
幹
部
と
の

懇
談

1
月
20
日（
水
）

・
県
知
事
と
の
懇
談（
高
知
市
）

1
月
21
日（
木
）

・
高
知
南
国
道
路（
高
知
I
C
～ 

高

知
南
I
C
）開
通
前
内
覧
会
に
出
席

（
高
知
市
）

・
野
町
県
議
会
議
員
と
の
協
議

1
月
22
日（
金
）

（
在
庁
）

1
月
25
日（
月
）

・
市
議
会
議
員
協
議
会
に
出
席

1
月
26
日（
火
）

（
在
庁
）

1
月
27
日（
水
）

・
平
和
資
料
館「
草
の
家
」副
館
長
と
の

懇
談

1
月
28
日（
木
）

・
四
国
防
災
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席

（
W
E
B
会
議
）

1
月
29
日（
金
）

・
庁
議

・
安
芸
警
察
署
長
と
の
懇
談

1
月
31
日（
日
）

・
市
不
発
弾
処
理
現
地
対
策
本
部
設
置

対
応

・
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
春
季
キ
ャ
ン
プ

空
港
出
迎
え（
南
国
市
）

相 談

▽と　き　3 月 4 日（木）　10時 ～ 15時
　　　　　（12時から13時まで昼休み）
▽ところ　総合社会福祉センター
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で
　変更する場合があります。
■問　法務局安芸支局☎ 35・2272

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
3月の行政相談は中止します。
■問　総務課☎ 35・1000

▽と　き　3 月 4日（木）　10時 ～ 14時 30分
　　　　　（12時から 13時まで昼休み）
▽ところ　総合社会福祉センター 2 階 中会議室
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で
　変更する場合があります。
■問　南国年金事務所☎ 088・864・1111

▽と　き　3 月 15日（月）13時 30分 ～ 15時 30分
▽ところ　安芸ひまわり基金法律事務所（商工会議所2階）
＊相談無料　1人 30 分で予約制
＊借金などでお困りの人については、
　随時無料で受け付けしています。
＊法テラスの制度も使えます。
■問　安芸ひまわり基金法律事務所☎ 35・8200

行 政相談

人 権相談

年 金相談

法 律相談

引っ越しなどで大量にごみが出るときは　→23 広報あき 令和3年 3月



雑がみ（ティッシュ箱、紙バック、菓子箱など）はリサイクルしましょう。 24広報あき 令和3年 3月



ペットボトルはラベルとキャップを外して出しましょう。25 広報あき 令和3年 3月



→　詳しくはお問い合わせください。　■問　総務課 ☎35・1000 26広報あき 令和3年 3月



安芸市ホームページはバナー広告を募集中　→27 広報あき 令和3年 3月



＊新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更となる場合があります。

日 曜 3月の主な行事 時　間 場　所

--
特別展
「安芸のおひなさま」
（～4月11日）

歴史民俗
資料館9：00 ～ 17：00

木4 市議会第1回定例会
（3月議会）（～19日予定） 議　場10：00 ～

日28
安芸児童合唱団
はまゆう結成30周年記念
特別演奏会

市民会館13：00 ～ （昼の部）
17：00 ～ （夜の部）

月8
女性の家 常掲展
「アートサークル絵画展」
（～4月22日）

女性の家9：00 ～ 17：00

編
集
・
発
行
：
安
芸
市
総
務
課

〒
784 -8501 安

芸
市
矢
ノ
丸
1丁
目
4 -40

ﾒｰﾙ：
kouhou@

city.aki.lg.jp
ﾎｰﾑﾍ゚ｰｼ：゙

http://w
w
w
.city.aki.kochi.jp

☎
0887・

34・
1111㈹

6
35・
4445

広
報
あ
き
は
資
源
保
護
の
た
め
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

【
発
行
日
】 令
和
3年
 3月

 1日
見
や
す
く
読
み
ま
ち
が
え
に
く
い

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
フ
ォ
ン
ト

を
採
用
し
て
い
ま
す
。




